
種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

品
種
登
録
審
査
実
施
方
法
の
充
実
・
見
直
し

品
種
登
録
の
審
査
に
お
け
る
現
地
調
査
又
は
栽
培
試
験
に
つ
い
て
、
以
下
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

農
林
水
産
大
臣
は
、
現
地
調
査
を
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
の
二
第
一
項
関
係
）

二

機
構
は
、
現
地
調
査
又
は
栽
培
試
験
の
結
果
を
農
林
水
産
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
の
二
第
四
項
関
係
）

三

出
願
者
は
、
現
地
調
査
又
は
栽
培
試
験
の
実
費
相
当
額
の
手
数
料
を
当
該
現
地
調
査
又
は
栽
培
試
験
を
行
う
国
又
は
機

構
に
納
付
し
、
機
構
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
同
機
構
の
収
入
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
の
三
関
係
）

四

機
構
は
、
出
願
者
が
機
構
に
三
の
手
数
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
当
該
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
願
者
に
対
し
て
、
機
構
に
当
該
手
数
料
を
納
付
す
べ

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

五

農
林
水
産
大
臣
は
、
品
種
登
録
の
要
件
を
審
査
す
る
と
き
に
二
の
結
果
を
考
慮
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



（
第
十
七
条
第
二
項
関
係
）

六

出
願
料
の
上
限
を
一
万
四
千
円
に
、
登
録
料
の
上
限
を
三
万
円
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
及
び
第
四
十
五
条
関
係
）

第
二

品
種
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
登
録
品
種
の
特
性
の
位
置
付
け
の
見
直
し
等

一

出
願
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
出
願
品
種
の
審
査
で
特
定
し
た
特
性
（
以
下
「
審
査
特
性
」
と
い
う
。
）
が
事
実
と
異

な
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
品
種
登
録
前
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
、
当
該
特
性
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
関
係
）

二

品
種
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
登
録
品
種
の
審
査
特
性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
は
、
当
該
登
録
品
種
と
特
性

に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
と
推
定
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
の
二
関
係
）

三

登
録
品
種
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
あ
る
品
種
が
当
該
登
録
品
種
と
品
種
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
審
査
特

性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
の
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
の
三
関
係
）

第
三

育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
範
囲
の
例
外
を
定
め
る
自
家
増
殖
に
係
る
規
定
の
廃
止



育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
範
囲
の
例
外
で
あ
る
、
農
業
者
が
譲
渡
さ
れ
た
登
録
品
種
等
の
種
苗
を
用
い
て
収
穫
物
を
得

、
そ
の
収
穫
物
を
自
己
の
農
業
経
営
に
お
い
て
更
に
種
苗
と
し
て
用
い
る
自
家
増
殖
に
は
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い

と
す
る
規
定
を
削
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
旧
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

第
四

輸
出
先
国
又
は
栽
培
地
域
を
指
定
し
て
品
種
登
録
さ
れ
た
登
録
品
種
に
つ
い
て
の
育
成
者
権
の
効
力
に
関
す
る
特
例
の

創
設
等

一

品
種
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
育
成
者
権
の
適
切
な
行
使
を
確
保
す
る
た
め
、
品
種
登
録
出
願
と
同
時
に
、
輸

出
先
国
又
は
栽
培
地
域
を
指
定
す
る
旨
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
関
係
）

二

農
林
水
産
大
臣
は
、
一
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
出
願
公
表
又
は
品
種
登
録
を
す
る
と
き
に
当
該
届
出
に
係

る
事
項
等
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
品
種
登
録
に
係
る
公
示
を
し
た
と
き
に
品
種
登
録

簿
に
当
該
届
出
に
係
る
事
項
及
び
当
該
公
示
を
し
た
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

三

登
録
品
種
の
種
苗
を
業
と
し
て
譲
渡
す
る
者
は
、
二
に
よ
る
公
示
（
品
種
登
録
を
す
る
と
き
の
公
示
に
限
る
。
）
の
あ



っ
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
の
種
苗
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
種
苗
又
は
包
装
に
一
の
制

限
が
あ
る
旨
等
の
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
関
係
）

四

登
録
品
種
の
種
苗
の
譲
渡
の
た
め
の
展
示
又
は
広
告
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
二
に
よ
る
公
示
（
品
種
登
録
を
す
る
と

き
の
公
示
に
限
る
。
）
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
の
種
苗
の
譲
渡
の
た
め
の
展
示
を
す

る
場
合
又
は
譲
渡
の
た
め
の
広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
展
示
を
す
る
種
苗
若
し
く
は
包
装
又
は
そ
の
広
告
に
そ
れ
ぞ

れ
一
の
制
限
が
あ
る
旨
等
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
関
係
）

五

二
に
よ
る
公
示
（
品
種
登
録
を
す
る
と
き
の
公
示
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録

品
種
等
に
つ
い
て
は
、
種
苗
等
の
譲
渡
後
も
当
該
輸
出
先
国
以
外
へ
種
苗
等
を
輸
出
す
る
行
為
又
は
当
該
栽
培
地
域
以
外

で
収
穫
物
を
生
産
す
る
行
為
に
は
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
七
項
関
係
）

六

一
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
輸
出
先
国
又
は
栽
培
地
域
を
追
加
す
る
旨
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と

と
も
に
、
五
に
よ
る
育
成
者
権
の
効
力
に
関
す
る
特
例
を
取
り
下
げ
る
旨
も
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
一
条
の
四
関
係
）

七

登
録
品
種
の
種
苗
を
業
と
し
て
譲
渡
す
る
者
は
、
そ
の
譲
渡
す
る
登
録
品
種
の
種
苗
又
は
包
装
に
登
録
品
種
で
あ
る
旨



の
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
第
一
項
関
係
）

八

登
録
品
種
の
種
苗
の
譲
渡
の
た
め
の
展
示
又
は
広
告
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
登
録
品
種
の
種
苗
の
譲
渡
の
た
め
の
展

示
を
す
る
場
合
又
は
譲
渡
の
た
め
の
広
告
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
展
示
を
す
る
種
苗
若
し
く
は
包
装
又
は
そ
の
広
告
に

そ
れ
ぞ
れ
登
録
品
種
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
第
二
項
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

職
務
育
成
品
種
に
つ
い
て
は
、
勤
務
規
則
等
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
使
用
者
等
が
品
種
登
録
出
願
を
す
る
こ
と
を
定
め

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
品
種
に
係
る
品
種
登
録
を
受
け
る
地
位
は
当
該
使
用
者
等
が
有
す
る
と
と
も
に
、
従
業
者
等
は
相

当
の
利
益
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
相
当
の
利
益
の
内
容
は
、
使
用
者
等
が
受
け
る
べ
き
利
益
の
額
等

の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

二

外
国
人
の
権
利
の
享
有
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

三

日
本
国
内
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
い
者
は
、
そ
の
者
の
品
種
登
録
に
関
す
る
代
理
人
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
品
種
登

録
に
関
す
る
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
二
関
係
）

四

通
常
利
用
権
に
係
る
登
録
制
度
を
廃
止
し
、
通
常
利
用
権
は
、
そ
の
発
生
後
に
そ
の
育
成
者
権
等
を
取
得
し
た
者
に
対



し
て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
五
十
二
条
関
係
）

五

育
成
者
権
等
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
へ
の
書
類
提
出
命
令
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）

六

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
し
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ

る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
公
示
の
内
容
等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
七
条
の
二
関
係
）

七

指
定
種
苗
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
九
条
関
係
）

八

罰
則
規
定
そ
の
他
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
五
の
二
及
び
六
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
、
第
四
並
び
に
第
五
の
三
、
五
、
七
及
び
八
（
第
四
の
三
、
四
、
七
及
び
八
に
係
る
罰
則
規
定
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）



二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
関
係
）


